
【参考資料】 

 

 

湯河原町駐車場条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

（回数駐車券及びサービス券） 

第４条 （略） 

２ 湯河原海浜公園駐車場及び湯

河原駅臨時第３駐車場の料金の

納付については、次の区分によ

る料金前払券（以下「サービス

券」という。）を利用すること

ができる。 

（略） 

３ （略） 

（駐車場の出入り） 

第６条 （略） 

２ 湯河原町民体育館駐車場、湯河

原海浜公園駐車場、万葉公園第２

駐車場、万葉公園第３駐車場、湯

河原駅臨時第３駐車場及び湯河

原温泉場駐車場（以下「自動化シ

ステム駐車場」という。）の利用

に当たっては、入場の際駐車場自

動化システムから駐車券の交付を

受け、出場の際これを返却するも

のとする。ただし、湯河原町民体

育館駐車場を利用する二輪車及

び湯河原駅臨時第３駐車場の定

期利用を除く。 

 

 （駐車券の紛失） 

第８条 自動化システム駐車場にお

いて駐車券を紛失し、又は汚損し

たことにより入場時刻が不明の場

合の料金は、次に定める額とする。 

区分 料金 

（略） 

湯河原駅臨時

第３駐車場 

1,500円 

（略） 

 （定期利用の許可及び登録） 

（回数駐車券及びサービス券） 

第４条 （略） 

２ 湯河原海浜公園駐車場、湯河

原駅第１駐車場及び湯河原駅第

３駐車場の料金の納付について

は、次の区分による料金前払券

（以下「サービス券」という。）

を利用することができる。 

（略） 

３ （略） 

（駐車場の出入り） 

第６条 （略） 

２ 湯河原町民体育館駐車場、湯河

原海浜公園駐車場、万葉公園第２

駐車場、万葉公園第３駐車場、湯

河原駅第１駐車場、湯河原駅第３

駐車場及び湯河原温泉場駐車場

（以下「自動化システム駐車場」

という。）の利用に当たっては、

入場の際駐車場自動化システム

から駐車券の交付を受け、出場の

際これを返却するものとする。た

だし、湯河原町民体育館駐車場を

利用する二輪車並びに湯河原駅

第１駐車場及び湯河原駅第３駐

車場の定期利用を除く。 

 （駐車券の紛失） 

第８条 自動化システム駐車場にお

いて駐車券を紛失し、又は汚損し

たことにより入場時刻が不明の場

合の料金は、次に定める額とする。 

区分 料金 

（略） 

湯河原駅第１

駐車場 

1,500円 

湯河原駅第３

駐車場 

1,500円 

（略） 

 （定期利用の許可及び登録） 
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現     行 改  正  後 備 考 

第11条 （略） 

２ （略） 

３ 管理者は、前条第２号の申込み

を許可したときは、定期駐車許可

書（様式第12号）及び定期駐車券

（様式第13号）を交付し、定期駐

車登録台帳（様式第14号）に登録

するものとする。 

 

 

 

 

 

 （指定管理者に管理を行わせる場

合の特例） 

第19条 条例第12号第１項の規定

により湯河原町ヘルシープラザ駐

車場及び湯河原町民体育館駐車

場（以下これらを「湯河原町ヘル

シープラザ等駐車場」という。）

の管理に関する業務を指定管理

者が行う場合における第６条、第

７条及び第15条から前条まで及

び様式第２号の規定の適用につ

いては、第６条、第７条及び第15

条から前条までの規定中「管理

者」とあるのは「指定管理者」と、

様式第２号中「湯河原町駐車場管

理者」とあるのは「湯河原町指定

管理者」とする。 

 

様式第５号 

様式第５号（第10条関係） 

月ぎめ駐車申込書 

（略） 

利用駐車場 

□万葉公園第１駐車

場 □湯河原温泉場駐

車場 

□湯河原駅臨時第３

駐車場 

第11条 （略） 

２ （略） 

３ 管理者は、前条第２号の申込み

を許可したときは、定期駐車許可

書（様式第12号）及び定期駐車券

（様式第13号）を交付し、定期駐

車登録台帳（様式第14号）に登録

するものとする。この場合におい

て、湯河原駅第１駐車場の申込み

を許可したときは、パスカードを

併せて交付するものとし、その取

扱いについては、前項の規定によ

るものとする。 

 （指定管理者に管理を行わせる場

合の特例） 

第19条 条例第12号第１項の規定

により湯河原町ヘルシープラザ駐

車場、湯河原町民体育館駐車場及

び湯河原海浜公園駐車場（以下こ

れらを「湯河原町ヘルシープラザ

等駐車場」という。）の管理に関

する業務を指定管理者が行う場

合における第６条、第７条及び第

15条から前条まで及び様式第２

号の規定の適用については、第６

条、第７条及び第15条から前条ま

での規定中「管理者」とあるのは

「指定管理者」と、様式第２号中

「湯河原町駐車場管理者」とある

のは「湯河原町指定管理者」とす

る。 

様式第５号 

様式第５号（第10条関係） 

月ぎめ駐車申込書 

（略） 

利用駐車場 

□万葉公園第１駐車

場 □湯河原温泉場駐

車場 

□湯河原駅第３駐車

場 



【参考資料】 

 

 

現     行 改  正  後 備 考 

（略） 

（略） 

様式第７号 

様式第７号（第10条関係） 

定期駐車申込書 

（略） 

利用駐車場 
□湯河原駅臨時第２

駐車場 

（略） 

（略） 

様式第８号 

様式第８号（第11条関係） 

（表） 

月ぎめ駐車許可書 

（略） 

利用駐車場 

 

□万葉公園第１駐車

場 □湯河原温泉場駐

車場 
 

 □湯河原駅臨時第３

駐車場 

（略） 
 

 
（裏） 

１ 利用料金 

(1) 万葉公園第１駐車場及び湯河原

温泉場駐車場については、１区画

につき月額10,000円とし、湯河原

駅臨時第３駐車場については、１

区画につき月額11,000円とします。 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) 湯河原駅臨時第３駐車場の月ぎ

め利用に当たって交付されるパスカ

ードは、貸与となりますので、利用

期間を経過した場合は、管理者へ返

納してください。なお、パスカード

を紛失し、又は汚損したことにより、

再交付を受けたときは、１枚につい

て700円を徴収します。 

２ （略） 

 | 

４ （略） 

（略） 

（略） 

様式第７号 

様式第７号（第10条関係） 

定期駐車申込書 

（略） 

利用駐車場 

□湯河原駅第１駐車

場（二輪車） 

□湯河原駅第２駐車

場 

（略） 

（略） 

様式第８号 

様式第８号（第11条関係） 

（表） 

月ぎめ駐車許可書 

（略） 

利用駐車場 

 

□万葉公園第１駐車

場 □湯河原温泉場駐

車場 
 

 □湯河原駅第３駐車

場 

（略） 
 

 
（裏） 

１ 利用料金 

(1) 万葉公園第１駐車場及び湯河原

温泉場駐車場については、１区画

につき月額10,000円とし、湯河原

駅第３駐車場については、１区画

につき月額11,000円とします。 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) 湯河原駅第３駐車場の月ぎめ利

用に当たって交付されるパスカード

は、貸与となりますので、利用期間

を経過した場合は、管理者へ返納し

てください。なお、パスカードを紛

失し、又は汚損したことにより、再

交付を受けたときは、１枚について

700円を徴収します。 

２ （略） 

 | 

４ （略） 
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現     行 改  正  後 備 考 

様式第12号 

様式第12号（第11条関係） 

（表） 

定期駐車許可書 

年  月  日  

     様 

湯河原町長 印  

 次のとおり許可します。 

利用駐車場 
□湯河原駅臨時第２

駐車場 

利 用 期 間 

  年  月  日か

ら  年  月  日

まで 

（  箇月間） 

利 用 料 金 

□１箇月  2,500円 

□３箇月  7,350円 

□６箇月 14,400円 

 

 

 

 

 

 
 

（裏） 

１ 利用料金 

(1) 湯河原駅臨時第２駐車場につい

ては１箇月2,500円、３箇月7,350

円、６箇月14,400円とします。 

(2) 月の途中において定期駐車の

利用を解約し、又は利用許可を取

り消された場合は、当該月分の料

金を徴収し、翌月以降分について

は還付します。 

２ 利用料金の納付 

湯河原駅前観光案内所にて定期駐

車許可書の交付を受ける際に納付し

てください。 

３ 利用許可の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、

駐車場の利用を中止させ、直ちに出

場していただきます。また、利用許

可を取り消しいたします。 

様式第12号 

様式第12号（第11条関係） 

（表） 

定期駐車許可書 

年  月  日  

     様 

湯河原町長 印  

 次のとおり許可します。 

利用駐車場 

□湯河原駅第１駐車

場（二輪車） 

□湯河原駅第２駐車

場 

利 用 期 間 

  年  月  日か

ら  年  月  日

まで 

（  箇月間） 

利 用 料 金 

□１箇月  2,500円 

□３箇月  7,350円 

□６箇月 14,400円 

（注意事項） 

契約更新・解約をされる方は、期限 

までに手続をお願いいたします。許可

期間を過ぎてから更新・解約手続をさ

れた場合は、経過月数分の料金を徴収

いたします。 
 

（裏） 

１ 利用料金 

(1) 利用料金は、１箇月2,500円、

３箇月7,350円、６箇月14,400円

とします。 

(2) 月の途中において定期駐車の

利用を解約し、又は利用許可を取

り消された場合は、当該月分の料

金を徴収し、翌月以降分について

は還付します。 

(3) 湯河原駅第１駐車場の定期利

用に当たって交付されるパスカー

ドは、貸与となりますので、利用

期間を経過した場合は、管理者へ

返納してください。なお、パスカ

ードを紛失し、又は汚損したこと

により、再交付を受けたときは、

１枚につき700円を徴収します。 

２ 利用料金の納付 



【参考資料】 

 

 

現     行 改  正  後 備 考 

(1) 駐車場の利用の権利を第三者

に譲渡し、又は転貸したとき。 

(2) 湯河原町駐車場条例第９条の

規定に違反し、駐車場の管理に支

障を及ぼすおそれのある行為をし

たとき。 

(3) 料金の支払が著しく遅滞した

とき。 

(4) 公共のため駐車場を他の用途

に使用する必要があるとき。 

４ その他 

駐車場内の事故や盗難等について

は、一切の責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

様式第13号 

様式第13号（第11条関係） 

（表） 

定期駐車券 

湯河原駅臨時第２駐車場（二輪車） 

車両番号 

有効期限         日限り 

氏 名 

         湯河原町長 印 

（裏） 

ご 注 意 

１ 本券の御使用は記名御本人に限

ります。 

２ 証面の文字を抹消し、又は改変

したものは無効とします。 

３ 本証を紛失されても期間中の再

発行はいたしません。 

４ 有効期限を過ぎたものは速やか

に御返却ください。 

５ 駐車場内における事故、盗難等

については一切の責任は負いません。 

６ 中途解約は、翌月以降分をお返

しします。 

 

湯河原町駅前観光案内所にて定期

駐車許可書の交付を受ける際に納付

してください。 

３ 利用許可の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、

駐車場の利用を中止させ、直ちに出

場していただきます。また、利用許

可を取り消します。 

(1) 駐車場の利用の権利を第三者

に譲渡し、又は転貸したとき。 

(2) 湯河原町駐車場条例第９条の

規定に違反し、駐車場の管理に支

障を及ぼすおそれのある行為をし

たとき。 

(3) 料金の支払が著しく遅滞した

とき。 

(4) 公共のため駐車場を他の用途

に使用する必要があるとき。 

４ その他 

駐車場内の事故や盗難等について

は、一切の責任を負いません。 

様式第13号 

様式第13号（第11条関係） 

（表） 

定期駐車券 

利用駐車場 □湯河原駅第１駐車場

（二輪車） 

      □湯河原駅第１駐車場 

車 両 番 号 

有 効 期 限        日限り 

氏 名 

         湯河原町長 印 

（裏） 

ご 注 意 

１ 本券の御使用は記名御本人に限

ります。 

２ 証面の文字を抹消し、又は改変

したものは無効とします。 

３ 本証を紛失されても期間中の再

発行はいたしません。 

４ 有効期限を過ぎたものは速やか

に御返却ください。 

５ 駐車場内における事故、盗難等

については一切の責任は負いません。 

６ 中途解約は、翌月以降分をお返
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現     行 改  正  後 備 考 

 

様式第15号 

様式第15号（第14条関係） 

月ぎめ駐車解約申出書 

（略） 

利用駐車場 

□万葉公園第１駐車

場 □湯河原温泉場駐

車場 

□湯河原駅臨時第３

駐車場 

（略） 

（略） 

様式第16号 

様式第16号（第14条関係） 

定期駐車解約申出書 

（略） 

利用駐車場 
□湯河原駅前臨時第

２駐車場 

（略） 

（略） 

 

 

しします。 
 

様式第15号 

様式第15号（第14条関係） 

月ぎめ駐車解約申出書 

（略） 

利用駐車場 

□万葉公園第１駐車

場 □湯河原温泉場駐

車場 

□湯河原駅第３駐車

場 

（略） 

（略） 

様式第16号 

様式第16号（第14条関係） 

定期駐車解約申出書 

（略） 

利用駐車場 

□湯河原駅第１駐車

場（二輪車） □湯河

原駅第２駐車場 

（略） 

（略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出

されているこの規則による改正前

の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている

書類は、この規則による改正後の

様式によるものとみなす。 

 

 


